
瑞穂町社会福祉協議会
権利擁護センターみずほ
電話０４２－５５７－８２０１

講 師 井出 晃正さん
（社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、行政書士）

対 象 町内在住・在勤の方で関心のある方
（町外の方で親族が町内在住の方であれば参加可）

申込み ７月２８日（火）まで
 （申込フォームまたは電話、社協窓口）

後見人はどのようなことをするのでしょうか。後見人の実務について
具体的な事例を交え、わかりやすく解説します。

定 員 ４０人（申込順）

場 所 瑞穂町ふれあいセンター

７月２９日 （水）

午後２時～３時３０分

～後見人のできること、できないこと～

参加
無料

問合せ・申込み

後見人ってどんなことをするの！？

申込みフォーム

＼こちらから申し込めます／
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